
1

山　　形　　県　　公　　報 号外(■)平成■年■月■日（■曜日）

平成16年４月１日（木）

 

号　　外（28）

  目　　　　　次  

訓　　　　　令

　○山形県職員被服貸与規程の一部を改正する訓令………………………………………………（人　事　課）…１

  訓　　　　　令  

山形県訓令第11号

庁　　　　　中

出　先　機　関

　山形県職員被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成16年４月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県職員被服貸与規程の一部を改正する訓令

　山形県職員被服貸与規程（昭和38年４月県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

　　　　「　　　　　　　　「　　　　　　　　　「　　　　　　　　「

　別表中　　　　　　　　を　　　　　　　　に、　　　　　　　　を　　　　　　　　に改め、同表工業技術セ

　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　」　　　　　　　　　」　　　　　　　　」　

　　　　　　「

ンターの項中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に改め、同表中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　「

　　　　　　　　を　　　　　　　　に改め、同表農業技術課の項中

　　　　　　　」　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

(毎週火・金曜日発行)

環境企画課

環境保護課

環境保護課

保健医療大

学及び保健

医療短期大

学

保健医療大

学

化学試験の業務に従事する職員に

限る。
１２作業白衣

化学試験の業務に従事する職員に

限る。

１２作業白衣

工業材料の試験（化学試験を除

く。）又は加工の業務に従事する職

員に限る。

３１安全ぐつ

産業技術短

期大学校並

びに高等技

術専門校及

び職業能力

開発専門校

産業技術短

期大学校及

び職業能力

開発専門校

１１作業白衣

専ら肥飼料

検査の業務

に従事する

職員
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表生産流通課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

の項を削り、同表総合支庁の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　「　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「　　　　　　　　「

　　　　　　　　を　　　　　　　　に改め、同表中　　　　　　　　を　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　」　　　　　　　　」

　　　　　　　」　　　　　　　　」

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

１１作業白衣

専ら肥飼料

検査の業務

に従事する

職員

２

２

１

１

作業服

作業ぐつ

土壌汚染対

策の業務に

従事する職

員

１１作業白衣

専ら肥飼料

検査の業務

に従事する

職員

２

２

１

１

作 業 服

作業ぐつ

土壌汚染対

策の業務に

従事する職

員

２

３

１

１

２

１

作 業 帽

作 業 服

作業ぐつ

総務課管理

係の管理員

３

３

１

１

作 業 服

安全ぐつ

高圧ガス又

は火薬等の

取締りに従

事する職員

３

３

１

１

作 業 服

安全ぐつ

高圧ガス又

は火薬等の

取締りに従

事する職員

水産課団体

金融係、漁

業調整係及

び水産振興

係の事務職

員

水産課総務

係、振興普

及係及び漁

業調整係の

事務職員

各課（室）

及び各出先

機関共通

各課及び各

出先機関共

通

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登
電話　 山形(631)2057   (631)2056

発行所
発行人
購読料

平成16年４月１日印刷

平成16年４月１日発行

山　 形　 県　 庁
山　 　 形　 　 県
月4,000円（郵送料共）

 

印刷所
印刷者

  

 990-0047　山形市旅篭町二丁目１-21  


